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地方独立行政法人北海道立総合研究機構の

平成３０年度業務の実績に関する評価結果（案）の概要

１ 業務実績の評価
地方独立行政法人法（以下「法」という。）第28条の規定に基づき、地方独立行政法人北

海道立総合研究機構（以下「法人」という。）は、当該事業年度における業務の実績につい

て、設立団体の長である知事の評価を受けなければならない。

２ 評価方法

法第25条の規定に基づき、知事が定め、法人に指示した５年間の中期目標の達成に向け、

法人が作成した中期計画に基づく年度計画の実施状況について、知事の附属機関である北海

道地方独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）の意見を踏まえ、法人から

提出された平成30年度業務実績報告書をもとに調査・分析し、評価を行った。

３ 評価結果

（１）全体評価
項目別に評価を行ったところ、Ⅳ評価（順調に進んでいる）が２項目、Ⅲ評価（おおむ

ね順調に進んでいる）が２項目、Ⅱ評価（やや遅れている）が１項目となり、総合的に勘

案すると、おおむね順調に進んでいると認められる。

（２）項目別評価（主な取組）

１ 研究の推進及び成果の活用【評価：Ⅲ】

・ 第２期中期計画に研究推進項目として設定した「総合力を発揮して取り組む研究」

や戦略研究及び重点研究等のほか、外部資金による研究課題の獲得に積極的に努め、

666課題を実施した。

・ 知的財産の管理において、複数年にわたる誤徴収が判明し、チェック体制が整備さ

れていなかった。マニュアル整備などの対応は行っているが、マニュアルどおり事務

が適正に行われているかなどの点検を定期的に行うことが必要。

２ 技術支援、連携の推進及び広報の強化【評価：Ⅱ】

・ 企業等からの依頼に応じた技術相談や技術的な問題解決に向けた指導等を実施する

とともに、一部については、共同研究の実施、新商品の開発に繋げることなどに取り

組んだ。

・ 依頼試験・設備使用等の実施において、実施件数が目標値を下回っていることから、

企業の多様なニーズに対応するためのオーダーメイド試験の提案など、目標値の達成

に向けた取組の強化が必要。

３ 業務運営の改善【評価：Ⅳ】

・ 高度で幅広い研究ニーズや課題に対応するため、研究体制や業務の執行体制の強化

等が図られるよう、草地酪農研究を一体的に担うために上川農業試験場天北支場を酪

農試験場の支場に変更する組織改編など、組織体制の見直しを実施した。

４ 財務内容の改善【評価：Ⅳ】

・ 事務的経費や維持管理経費の効率的な執行、外部資金など多様な財源の確保に努めた｡

５ その他業務運営【評価：Ⅲ】

・ 平成30年北海道胆振東部地震に伴う被害発生に対して、農地及び林野等の被災状況

や被災面積の把握に関する技術指導や建築物応急危険度判定などを実施したほか、胆

振東部森林再生・林業復興連絡会議に職員を派遣し、復興対応方針について助言した。

・ 法令の遵守において、職員に対して、法令遵守の意識を常に持たせることが大切で

あり、毎年度、同様の処分を受ける事案が発生している状況を認識し、今後も指導等

を徹底していく必要がある。

４ 今後の対応

法人は、評価結果について、法第29条の規定に基づき、年度計画及び業務運営の改善に適

切に反映させるとともに、評価結果の反映状況を公表する。
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（参考）項目別評価一覧表

評価委員会意見 知事評価
項目 法人自己点検・評価

年度計画 番号 検 証 検 証
項目別意見 項目別評価

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 (ⅤⅣⅢⅡⅠ) Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 (ⅤⅣⅢⅡⅠ)

第１ １ 研究の推進 1-11 研究の推進 研究の推進
住民に対 及び成果の 及び成果の 及び成果の
して提供 普及・活用 0 12 1 0 13 0 12 1 0 13 活用 0 12 1 0 13 活用
するサー
ビスその ２ 知的財産の 12-13 Ａ以上割合 Ａ以上割合

他の業務 有効活用 (92.3%) (92.3%)

の質の向
上に関す ３ 総合的な技 14-17 技術支援、 技術支援、
る目標を 術支援 連携の推進 連携の推進
達成する 及び広報の 及び広報の
ためにと ４ 連携の推進 18-19 0 6 1 0 7 0 6 1 0 7 強化 0 6 1 0 7 強化
るべき措
置 ５ 広報機能の 20 Ａ以上割合 Ａ以上割合

強化 (85.7%) (85.7%)

第２ １ 業務運営の 21 業務運営の 業務運営の
業務運営 基本的事項 改善 改善
の改善及
び効率化 ２ 組織体制の 22
に関する 改善 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6
目標を達
成するた ３ 業務の適切 23-24
めにとる な見直し
べき措置

４ 人事の改善 25-26 Ａ以上割合 Ａ以上割合

(100.0%) (100.0%)

第３ １ 財務の基本 27-28 財務内容の 財務内容の
財務内容 的事項 改善 改善
の改善に
関する目 ２ 多様な財源 29
標を達成 の確保 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6
するため
の措置 ３ 経費の効率 30-31

的な執行
Ａ以上割合 Ａ以上割合

４ 資産の管理 32 (100.0%) (100.0%)

第４ １ 施設及び設 33-34 その他業務 その他業務
その他業 備の整備、 運営 運営
務運営に 活用
関する重
要目標を ２ 法令の遵守 35 1 8 1 0 10 2 7 1 0 10 2 7 1 0 10
達成する
ためにと ３ 安全管理 36
るべき措
置 ４ 情報セキュ 37-42

リティ管理 Ａ以上割合 Ａ以上割合

等 (90.0%) (90.0%)

研究推進項目※ 43-59 0 17 0 0 17

※「研究推進項目」は、第１の「１ 研究の推進及び成果の普及・活用」を評価する際の参考とした。

◆法人自己点検・評価基準
判断の目安

評 価 基 準
取組の項目に関する事項（右欄の項目以外の項目） 数値目標の項目に関する事項

Ｓ 上回って実施している 取組の結果、所期の成果等を上回ったとき 達成度が90％以上(S,Aの評価は
Ａ 十分に実施している 取組の結果、所期の成果等を得たとき 取組状況等を勘案の上､判断)
Ｂ 十分に実施していない 取り組んではいるが、所期の成果等を得られなかったとき 達成度が90％未満(B,Cの評価は
Ｃ 実施していない 取組が行われていないとき 取組状況等を勘案の上､判断)

◆評価委員会意見基準、知事評価基準
基 準 ※ 評価に当たっては、上記Ｓ～Ａの割合により判断するこ

Ⅴ 特筆すべき進捗状況にある とに加え、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされ
Ⅳ 順調に進んでいる（すべてＳ～Ａ） ている事項を勘案するとともに、法人を取り巻く諸事情等
Ⅲ おおむね順調に進んでいる（Ｓ～Ａの割合がおおむね９割以上） についても考慮の上、総合的に判断した。
Ⅱ やや遅れている（Ｓ～Ａの割合がおおむね９割未満）
Ⅰ 重大な改善事項がある
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